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花南地区コミュニティ会議  

  （花南振興センター内）  
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 花南地区コミュニティ会議の総務企画部会は南

城中学校講演会事業を 8 月 25 日、南城中学校体

育館を会場に開催しました。 

 この事業は、南城中学校生徒へ将来の目標に向け

て、自分の道を切り開く創造力を育む機会とするた

め実施しているものです。昨年度は、新型コロナウ

イルス感染症の影響で事業を中止しましたが、今年

度は感染症対策（中学校生徒・教職員のみ参加、一

般参加はなし、十分な距離を確保した座席、最大限

の換気、最小限のスタッフ、基本的な感染症対策）

を講じて開催しました。 

コミュニティだより 

第１７６号  

君たちに伝えたい！～2021 年を生きる南中生へのアドバイス～ 

９月 １２日 までとしていた市関連施設の利用制限 「レベル４」の  

運用期間を９月 ２６日 まで延 長 します。  

 講師には、花巻市のコミュニティラジオ FM ワン

のアナウンサーであり放送局長でもある落合昭彦

さんをお招きし、「君たちに伝えたい！～2021 年

を生きる南中生へのアドバイス～」と題して講演会

を開催しました。 

 講演で落合さんは、『中学生時代の大切さ』『岩手

に、花巻に住む素晴らしさ』『情報と上手につきあ

うこと』を中心に、東京から岩手に移住したからこ

そ分かることや放送メディアの仕事で経験したこ

と（テレビ東京～岩手めんこいテレビ～FM ワン）

を分かりやすく聴きやく講話されました。受講した

南城中学校生徒には、これからの進学や将来の道を

模索する際の一助となれば幸いです。 

花南地区コミュニティ会議主催  南城中学校講演会事業  

アナウンサーならではの発音と言葉を大切に講話  

される講師の落合昭彦さん  

講演会の途中では、検定好きの講師が準備した  

「はなまき通検定風クイズ」に挑戦。  

※岩手県の「岩手緊急事態宣言」が解除となった場合は、レベルを変更する場合があります。 

※花南振興センター事務室は該当期間中も窓口対応しています。９月２６日以降の各施設の利用に 

ついてはお電話でご相談ください。（電話 24-9547 平日 8：30～17：15） 

花南振興センター  

＜休館＞  

花南地区社会体育館  

＜休館＞  



 

 

 

 

行政区  

世帯数  人口  

 
前年同月比 

（増減数） 
男  女  合計  

前年同月比 

（増減数） 

諏  訪  1,115 43 1,231 1,286 2,517 20 

桜町一  529 27 624 661 1,285 39 

桜町二  145 -6 126 130 256 -5 

桜町三  122 1 113 146 259 -5 

桜町四  307 16 373 380 753 31 

南  城  364 -4 396 417 813 -6 

十二丁目  154 3 223 250 473 -4 

成  田  107 -1 148 147 295 -11 

山の神  442 22 407 494 901 19 

大谷地  591 -2 652 602 1,254 -26 

花南地区  3,876 99 4,293 4,513 8,806 52 

花巻市  38,460 478 44,798 48,961 93,759 -859 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数字で見る花南（世帯数と人口）  

令和３年８月末現在（外国人住民含む）       ※花巻市住民登録人口集計表より  

秋の全国交通安全運動  

秋の全国交通安全運動が始まります。最近、花南

地区では児童生徒と車両の接触事故が複数発生し

ています。地域の皆さんで交通安全の意識を高め

安心安全な花南地区を目指しましょう。 

 

＜秋の交通安全運動 運動の重点＞ 

○子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全確保 

子どもや高齢者を見かけたら、思いやりを持っ

た運転を心掛けましょう。 

○夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護な

ど安全運転意識の向上 

 例年、夕暮れ時や夜間における道路横断中の死

亡事故が増加する傾向にあるので、歩行者保護意

識の向上を図りましょう。 

○自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底 

 自転車も車両であることを再認識し、車道の左 

側通行や見通しの悪い交差点での一時停止と安全

確認など、交通ルールの遵守と交通マナーを実践

しましょう。 

○飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶 

 飲酒運転や妨害運転は、悪質・危険な行為です。

絶対にやめましょう。 

車両は「早めのライト」歩行者は「反射材」 

9 月 21 日（火）から 

9 月 30 日（木）まで 


